
掛
川
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例

制
定
の
時
期
は

犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
は
、
既

に
県
内
６
市
町
で
制
定
さ
れ
て

い
る
。

　
「
掛
川
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
」

は
犯
罪
被
害
者
の
方
々
に
寄
り
添
い
、

支
え
る
こ
と
は
元
よ
り
、
犯
罪
の
抑
止

力
に
も
な
る
。
市
民
が
犯
罪
の
被
害
者

に
も
加
害
者
に
も
な
ら
な
い
、
安
全
で

安
心
な
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
と
思

う
。
掛
川
警
察
署
、
静
岡
犯
罪
被
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
庁
内
各
課
が
連
携

し
、
当
事
者
の
声
を
反
映
し
た
内
容
に

す
べ
き
と
思
う
が
、
条
例
制
定
の
時
期

に
つ
い
て
伺
う
。

令
和
３
年
度
中
に
制
定
が
で
き
る

よ
う
進
め
て
い
る

令
和
３
年
度
中
に
「
条
例
と
施

行
規
則
」
の
制
定
が
で
き
る
よ

う
進
め
て
い
ま
す
。
単
に
条
例
や
施

行
規
則
を
作
る
の
で
は
な
く
、
様
々

な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
犯
罪
被
害
者

支
援
を
実
施
し
て
い
る
関
係
者
等
か

ら
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
支
援
施
策

に
つ
い
て
十
分
に
研
究
、
検
討
し
、

制
定
作
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

市
内
２
つ
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
統
合
協
議
会
設
置
を

市
内
２
つ
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（
き
き
ょ
う
荘
、
小
笠
老
人
ホ
ー

ム
）
の
施
設
老
朽
化
や
利
用
者
の
人
権
、

感
染
症
対
策
な
ど
に
不
安
が
あ
る
。
ま

た
利
用
者
の
減
少
や
高
齢
化
も
あ
り
、

統
合
を
目
的
と
し
た
協
議
会
を
設
置
す

る
考
え
が
な
い
か
伺
う
。

「
庁
内
検
討
委
員
会
」を
設
置
し
、

検
討
し
て
い
く

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
観
点
も
考
え

あ
わ
せ
、
個
室
化
な
ど
の
対
応

を
含
め
た
施
設
の
あ
り
方
や
集
約
の

時
期
な
ど
に
つ
い
て
、「
庁
内
検
討
委

員
会
」
を
設
置
し
、
検
討
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
統
合
協
議

会
に
つ
い
て
は
、「
庁
内
検
討
委
員
会
」

で
の
検
討
経
過
を
、
市
議
会
や
既
存

の
会
議
体
な
ど
で
報
告
、
協
議
し
て

い
く
な
か
で
、
設
置
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

き
き
ょ
う
荘
の
土
砂
災
害
対
策
は

き
き
ょ
う
荘
の
敷
地
は
土
砂
災
害

警
戒
区
域
と
な
っ
て
い
る
が
災
害

対
策
に
つ
い
て
伺
う
。

避
難
確
保
計
画
を
策
定
し
、避
難

訓
練
を
行
っ
て
い
る

建
物
の
一
部
が
土
砂
災
害
警
戒

区
域
内
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
主
に
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
部
分
で
あ

り
建
物
自
体
へ
の
影
響
は
な
い
と
考
え

ま
す
。
安
全
確
認
に
つ
い
て
は
、
引
き

続
き
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
土

砂
災
害
に
関
す
る
避
難
確
保
計
画
を
策

定
し
、
有
事
に
備
え
て
避
難
訓
練
を

行
っ
て
い
ま
す
。
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